
那須塩原市除染実施計画（新旧対照表） 

 

変更理由 

変更箇所 変更理由 

５ 除染等の措

置等の実施者及

び当該実施者が

除染等の措置等

を実施する区域 

⑴ 独立行政法人が管理する施設について明記した。 

⑵ 農地について、牧草地を含むことを明記したことと実施

者を市・（所有者）にすることとした。 

 

変更後＜第３版＞ 変更前＜第２版＞ 

７頁 

５ 除染等の措置等の実施者及び当該

実施者が除染等の措置等を実施する区

域 

除染対象 実施者 

教育施設、保育施

設、付随する道路

及びその他の道

路（市道）・公共

施設・公園 

市・（市民）（※

１） 

民有地（住宅）及

び周辺道路・民間

施設 

市・（市民・所有

者） 

国・県・独立行政

法人が管理する

施設等 

国・県・独立行政

法人（※２） 

農地（牧草地を含

む） 

市・（所有者） 

 

※１自治会等による除染活動に対して

は、市が線量低減化支援事業により

支援します。 

※２具体的に除染する対象について、

今後、国・県などと相談し定めるこ

ととします。 

 

７頁 

５ 除染等の措置等の実施者及び当該

実施 が除染等の措置等を実施する区

域 

除染対象 実施者 

教育施設、保育施

設、付随する道路

及びその他の道

路（市道）・公共

施設・公園 

市・（市民）（※

１） 

民有地（住宅）及

び周辺道路・民間

施設 

市・（市民・所有

者） 

国・県      

  が管理する

施設等 

国・県      

  （２） 

農地       

    

県と協議 

 

※１自治会等による除染活動に対して

は、市が線量低減化支援事業により

支援します。 

※２具体的に除染する対象について、

今後、国・県などと相談し定めるこ

ととします。 

 


